
第 27 回全国小学生バドミントン選手権大会近畿ブロック予選会 

開 催 要 項 

 

1. 主 催 近畿小学生バドミントン連盟 

2. 主 管 京都府小学生バドミントン連盟 

3. 後 援 近畿バドミントン協会、京都府バドミントン協会 

4. 特 別 協 賛 ヨネックス株式会社 

5. 協 賛 株式会社ゴーセン、ミズノ株式会社 

6. 期 日 平成 30 年９月 9 日 

①選手受付開始   午前 9 時００分 

②代表者会議    午前 9 時 1５分 

③開会式      午前 9 時 4５分 

④試合開始     午前 10 時１0 分 

7. 会 場 西山公園体育館 京都府長岡京市長法寺谷山 1 番地 

    ℡075-953-1163 

8. 種 目  

 

 

 

 

 

 

9. 競 技 方 法 ①平成 30 年度（公財）日本バドミントン協会競技規則ならびに大会運営規定

による 

②各種目ともトーナメント方式により順位（優勝者）を決定する 

③３位決定戦は行う 

④組合せについては、近畿小学生バドミントン連盟競技委員会で決定する 

 （主催者一任とする。組合せ会議は８月 26 日（日）10：00～八幡市民体育館会議室） 

 

10. 使用シャトル （公財）日本バドミントン協会検定合格球（水鳥球） 

 

11. 参 加 資 格 ①平成 30 年度（公財）日本バドミントン協会及び日本小学生バドミントン連

盟登録済みの小学生で、近畿各府県小学生バドミントン連盟の推薦する者（各

府県の出場枠は各種目「３」とし、単複は兼ねられない） 

②大会当日に引率できる責任者がいる者。 

③平成 30 年 12 月 24 日～28 日に東京都八王子で開催される第 27 回全国

小学生選手権大会に参加する意思のある者。 

④下学年の選手は、上学年の種目に出場することができる。 

⑤ダブルスは同一クラブで編成すること。 

  

① 6 年生以下男子単 ⑦ 6 年生以下女子単 

② 5 年生以下男子単 ⑧ 5 年生以下女子単 

③ 4 年生以下男子単 ⑨ 4 年生以下女子単 

④ 6 年生以下男子複 ⑩ 6 年生以下女子複 

⑤ 5 年生以下男子複 ⑪ 5 年生以下女子複 

⑥ 4 年生以下男子複 ⑫ 4 年生以下女子複 



12. 参 加 申 込 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、申込期限までに下記の送付先（京都府小

学生バドミントン連盟）にデータをメールで送付のこと。（電話・FAX での申込

は、受け付けません） 

参加料は、申込と同時に振り込むこと。 

13. 参 加 料 シングルス １人 3,000 円  ダブルス １組 6,000 円 

 

14. 表 彰 各種目とも３位までの選手 

 

15. 問 合 せ 先 京都府小学生バドミントン連盟 木下和代 TEL 080-3912-3169  

 

16.そ の 他 ①大会出場者は必ず開会式に参加すること。 

②試合中の事故については、応急処置及び当日のスポーツ保険の範囲内での処置

はいたしますがそれ以上の責任は負いかねますので十分注意してください。 

③敗者選手は次の試合の得点表示をしてもらいます。（主審・線審は本部で行う） 

④試合中は背面表示（府県名・個人名＜フルネーム＞を記したもの）を必ず付け

てください。背面表示の大きさは、縦 15ｃｍ・横 25ｃｍとします。 

ただし、上衣の背面にすでにプリントされているものも可とします。 

⑤運営・進行につきましては、指導者（引率者）の方々のご協力をよろしくお願

いします。 

⑥ラケット・練習用シャトル等競技に必要な物は、各自でご用意ください。 

⑦昼食等については、各自で用意してください。 

⑧大会成績の各種目の３位までの選手に第 27 回全国小学生選手権大会の出場

権をあたえる。 

⑨前年度、第 26 回全国小学生選手権大会（広島県大会）で５年生以下シングル

スベスト８及び４年生以下シングルスベスト２の者には、この予選会とは別に出

場枠があたえられる。 

⑩エントリーする監督､コーチ､選手は、平成 30 年度(公財)日本バドミントン協

会登録者とする。また、監督ならびにコーチについては(公財)日本バドミントン

協会公認審判員資格登録者。 

※昨年度（平成 28 年度）からは審判資格が近畿ブロック予選時にも必須となっ

ています。 

申込先 
syobad_touroku@yahoo.co.jp 

（↑すべて半角） 

振込先 
■振込先■ 京都銀行東長岡支店 普通預金 3322112 

京都府小学生バドミントン連盟 会計 前迫亜紀（マエサコアキ） 

申 込 期 限  平成 30 年 8 月 5 日（日）必着のこと 


